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登校許可書の提出について 
 

学校保健安全法施行規則により裏面の学校感染症に罹患した場合は「出席停止」となりま

す（療養期間中は欠席扱いにはなりません）。 

 医師から登校の許可がおりましたら、登校許可書を医師に記入していただき、学校へ提出

してください（証明書は、病院が作成している様式でも構いません）。 

 ただし、学校感染症のうち以下の６種類の学校感染症については、保護者の方が登校許可書を作成するこ

とも可とします。記載内容（病名・出席停止期間 ）を医師から正しく聞き取っていただき間違いのないよ

う左記内容と受診機関名と保護者氏名を御記入の上、登校の際、担任をとおして保健室へ提出してください。 

  

 

 

 
 

                                切   り   取   り   線    

登 校 許 可 書 

令和  年  月  日 

東京都立調布特別支援学校長 殿 

   学部  年  組 氏名             

 

  下記疾患により加療中でしたが、登校が可能であることを証明します。       
 

 

病   名 
医師による登校許可書作成が必要な感染症（裏面参照） 

・百日咳 ・麻疹 ・結核 ・風疹 ・水痘 ・咽頭結膜熱 ・流行性耳下腺炎      

・急性出血性結膜炎  ・流行性角結膜炎 

・その他（                      ） 

 保護者が登校許可書を記入できる６種類の学校感染症 

・新型コロナウイルス感染症  ・インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く） 

・溶連菌感染症  ・手足口病  ・伝染性紅斑  ・感染性胃腸炎 

出席停止期間  令和  年  月  日（  ） から 令和  年  月  日（  ） まで 

医療機関名 

主治医氏名 

 

 印 

保護者記載の 

学校感染症の場合 上記内容を医師から聞き取りました。 保護者氏名                 

〇新型コロナウイルス感染症 〇インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除

く） 〇溶連菌感染症 〇手足口病 〇伝染性紅斑 〇感染性胃腸炎 
 

保護者が登校許可書を記入できる 6種類の学校感染症 


